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Ⅰ．はじめに 

 

 

 

 

平成１９年６月の改正教育職員免許法の成立により、平成２１年４月１日から教員免許更新制が導入され、

本学においても昨年度から文部科学省の認定を受け教員免許状更新講習を実施しています。 

教員免許更新制の目的は、「その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知

識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指す

もの」（文部科学省HP）ですが、本学では、現職教員の方々が日頃それぞれの教育現場で経験されているこ

とや、様々な教育課題に直面し悩んでおられることを、大学における多様な研究・教育の成果を通してあら

ためて捉え直していただくべく、本学独自の特色ある講習プログラムを準備いたしております。 

幸い、昨年度本学で実施した教員免許状更新講習は、ほとんどの参加者から「参加して大変有益であった」

という大きな事後評価をいただいており、本年度の講習プログラムにおいても、必修講習では、最新の教育

学的成果や、ダイナミックに変化している文教政策の動向、児童生徒理解の新しい方法・技術を提供いたし

ますし、選択講習では、総合大学として優秀なスタッフを有する本学の総力をあげて最先端の学問研究を紹

介し、それが教育現場で応用できるように配慮しております。是非、それぞれの先生方のニーズに合った講

習内容をお選びいただき「実践的指導力」の向上に役立てていただきますようご案内申し上げます。 

更に本学の教員免許状更新講習は、教育関係者の間により良い教育づくりのネットワークを構築すること

も目指しています。こうした講習を通して、教育現場と大学教育、また大学と地域が相互交流を一層密にし、

九州産業大学が地域貢献の一翼を担うことができれば幸いです。 

教育はとても大切な人間形成行為に他なりません。未来を担う若い世代を育てていくことは最も大きな教

育課題です。幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・大学等のすべての教員が、そうした重要

な社会的役割を再認識し、同じ目標を目指し、夢を共有することが大切であると思います。 

本講習が、わが国のこれからの教育のあり方を共に考える良い機会となることを願ってやみません。 

 

 

九州産業大学 
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Ⅱ．平成22 年度 九州産業大学教員免許状更新講習開設一覧 
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  （注意）選択講習の（B）（D）（F）（G）（J）（L）（N）（O）は、平成 21 年度に開設いたしました 

講習と同一のため、平成 21 年度に該当の講習を受講された方については、該当の講習を受講・ 

履修されても教員免許状の更新に必要な選択講習（18 時間）に加算されません。
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Ⅲ．募集方法

等 

 

 

【１．応募資格】 

平成22 年度九州産業大学教員免許状更新講習への応募資格は、平成23 年３月31 日または平成24 年

３月 31 日において修了確認期限をむかえられる方に限り受講できます。受講対象者に該当するかどう

かについては、各受講者の責任において文部科学省のホームページ・都道府県教育委員会等で確認くだ

さい。 

また、平成22年度の受講対象者は、平成22年度と平成23年度のうちに教員免許状更新講習を受講す

ることになっていますが、受講者数の平準化の観点からできるだけ平成 22 年度に受講されるようお願

いします。 

なお、平成21年度の受講対象者は、平成22年度が最後の年となります。 

 

①応募に先立ち、下記URL より修了確認期限の確認をしてください。 

※「修了確認期限をチェック」 

URL=http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/003/index.htm 

②前記①の該当者で、生年月日が次の期間に該当する者 

平成23年３月31日時点 生年月日 

満３５歳 昭和50年４月２日～昭和51年４月１日 

満４５歳 昭和40年４月２日～昭和41年４月１日 

満５５歳 昭和30年４月２日～昭和31年４月１日 

 

平成24年３月31日時点 生年月日 

満３５歳 昭和51年４月２日～昭和52年４月１日 

満４５歳 昭和41年４月２日～昭和42年４月１日 

満５５歳 昭和31年４月２日～昭和32年４月１日 

 
(注）平成20年度以前に教員免許状を取得した方については、生年月日により免許状更新講習を受講する期

間が定められています。そのため、上記の「②生年月日が、次の期間に該当する者」以外の方について

は、本年度開設される教員免許状更新講習を受講しても、ご自身の教員免許更新には使用できませんの

で、注意ください。 

 

【２．教員免許状更新講習の申請】 

教員免許状更新講習については、九州産業大学ホームページのトップページ左下の「教員免許状更新

講習」をクリックすると講習の概要、必修・選択の講習一覧等を見ることができます。 

受講等の申込は、すべて「福岡共同・教員免許状更新講習システム(KUAS）」から行います。 

このシステム（KUAS）により、教員免許状更新講習の詳細情報等を参照の上、受講の申込等を行って

ください。 

また、事前アンケート入力、受講申込書や写真票の出力、大学からの連絡用受信メールアドレスの登

録、成績の照会、事後アンケート入力等が行えます。 

 

申込手続きは受講許可の可否を早くお伝えするため、２段階で構成されています。本学で講習の受講

を希望される方は必ず“事前申込”と“本申込【１次申込】【２次申込】”を行ってください。 

申込及び受講は全国どこからでも可能です。 

 

１）事前申込（基本情報） 

事前申込（基本情報）は、申込フォームに受講申込のための氏名等の基本情報を入力していただき送

信していただくことで申込が可能です。 

インターネットでの申込のため、書類等の提出は不要です。「福岡共同・教員免許状更新講習システ

ム(KUAS）」の操作等については、システムの画面に記載された事項に従ってください。 

なお、「福岡共同・教員免許状更新講習システム(KUAS）」で取得された、ID・パスワードは、本学をは

じめ教員免許状更新講習管理システム「KUAS」で共同運用されている「KUASグループ開設大学」（福岡

地区、佐賀地区、熊本地区、宮崎地区、鹿児島地区。沖縄地区、東京地区等）にアクセスできます。 
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事前申込の際に必要となる基本情報の入力事項は以下の８項目です。 

Ａ：氏名               Ｅ：生年月日  （西暦 例 2008/6/5） 

Ｂ：ふりがな             Ｆ：勤務先状況（勤務先の有無を選択してください。） 

Ｃ：E-MAIL（PC or 携帯）       Ｇ：郵便番号 

Ｄ：電話番号             Ｈ：住所 

 

 

(注)1. 平成２１年度にＩＤ・パスワードを取得された方は、改めて基本情報を登録し、ＩＤ・パスワードを

取得する必要はありません。引き続き平成２２年度もお持ちのＩＤ・パスワードをご使用ください。

複数のＩＤ・パスワードを取得しないようにお願いいたします。 

なお、ＩＤ・パスワードを忘れた場合は、九州産業大学教務課教員免許状更新講習担当へお問合わせ

ください。 

2. 氏名・ふりがな・生年月日は、登録した基本情報により履修証明書が発行されます。 

氏名につきましては、平成19年度までは戸籍の氏名を教育職員免許状に使用することが原則でしたが、

平成20年度より戸籍以外の氏名（略字）が使用可となっていますので、ＪＩＳコード第1・第2 水準

の字（外字以外）でお願いいたします。 

3. 大学から受講者への連絡は、原則記載されているメールアドレスに送信されますので、確実に確認で

きるメールアドレスを設定してください。 

①Yahooメールご利用の場合は、通知メールが迷惑メールフォルダに自動的に振りわけられる可能性が

ありますので、迷惑メールフォルダの確認もお願いします。 

②携帯電話のE-MAILアドレスを登録されている場合は、パソコンからのメールを受け付けない設定にな

っている可能性がありますので、ドメイン指定の解除をお願いします。 

※詳しくは、「福岡共同・教員免許状更新講習システム(KUAS）」の「受講者登録 受講者登録（UserID）の

取得方法」に記載しています。 

 

２）受講の申込等  

申込は、「福岡共同・教員免許状更新講習システム(KUAS）」からインターネットにより先着順にて「必

修領域」または「選択領域」の【第１次申込】を行います。  

なお、選択領域の講習（Ａ～Ｐ）は、１８時間分（６時間講習×３つ）まで申込が可能です。それ以

上申込をしていただいても受講できませんのでご了承願います。 

【第１次申込】の手続きが完了しますと、受講料の請求書(ハガキ）が、第１次申込で登録した住所に

郵送されますので、コンビニエンスストアで納入してください。その後、郵送により【第２次申込】を

行います。 

 

３）申込方法 

①「福岡共同・教員免許状更新講習システム(KUAS）」で受講者ID・パスワードを取得する。 

②受講する教員免許状更新講習を選び、申込を行う。【第１次申込】(先着順） 

③「事前アンケート」に回答する。(事前アンケートについては、後記Ⅶに記載） 

④「福岡共同・教員免許状更新講習システム(KUAS）」から受講申込書と写真票の様式をプリントアウト

する。(事前アンケート」に回答しないと様式をプリントアウトできません） 

 ※受講申込書が印刷できない場合は、ツールバーまたは情報バー（メッセージ：ポップアップはブロ

ックされました。・・・・）からアップブロックを解除（許可）してください。 

⑤受講申込書と写真票に必要事項を記入し、顔写真（申込み前３か月以内に撮影した縦4.0cm×横3.0cm、

上半身、正面向き無帽のもの：スナップ写真不可）を貼り付け、所属学校長等の証明印を取得する。 
※写真票は、所属学校長等の証明印を取得の上、講習日に必ず持参してください。 

⑥約1週間後に、第１次申込で登録した住所に受講料の請求書（ハガキ）が送付されますので、コンビ

ニエンスストアで支払い、店舗印付「払込金受領証」を受け取る。 

⑦受講申込書・店舗印付「払込金受領証」のコピー(原本でも可)を下記住所に送付する。【第２次申込】 

 

       送付先 〒813-8503 福岡県福岡市東区松香台２－３－１ 

            九州産業大学教務課 教員免許状更新講習担当 

            ※ 封書に朱書きで「受講申込書・払込金受領証在中」とご記入ください。 
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(注）【第１次申込】後、14日以内に【第２次申込】の書類が九州産業大学教務課に届かない場合は、【第１次

申込】がキャンセルとなりますので、速やかに【第２次申込】を行ってください。 

 

４）申込期間【第１次申込】 

 

平成22年４月23日（金）～ ６月30日（水） 

 

申込は先着順に行います。 

申込期間前に、「福岡共同・教員免許状更新講習システム(KUAS）」で、受講者 ID・パスワードの取得を

お願いします。 

 

５）申込の完了（受講申込書受領の確認） 

前記 4）により【第２次申込】が完了した申込者には、登録されたメールアドレスにその旨をメールで

送信します。また、「福岡共同・教員免許状更新講習システム(KUAS）」で確認できます。 

 

 

 

１．講習当日は、講習開始15分前までに受付を済ませてください。 

２．講習開始時刻に遅れた場合は、各講習とも講習開始後30分以内に限り、受講を認めます。 

３．講習当日に持参するもの 

 持参物 概 要 

① 写真票 

・「福岡共同・教員免許状更新講習システム(KUAS)」から様式を出力（印刷）し、必

要事項を記入の上、顔写真を貼付してください。また、所定欄に所属学校長等の

証明印（職印）が必要です。 

・講習当日、本人確認のために必要となりますので、必ずお持ちください。 

・写真票は「福岡共同・教員免許状更新講習システム(KUAS)」共通です。 

② 筆記用具 ・鉛筆・シャープペンシル・ボールペン・消しゴム等を持参してください。 

③ 時 計 

・履修認定試験時に携帯電話を時計の代わりとして使用することはできません。 

（講習の受講時及び履修認定試験の受験時は、必ず携帯電話の電源を切ってくださ

い。） 

④ 昼 食 

・各自でご準備いただきますようお願いいたします。 

・講習期間は夏季休業中のため、原則として食堂や売店は営業しておりません。 

・湯茶等につきましては、休憩室に準備いたします。 

⑤ その他 

・講習によっては筆記用具とは別に持参していただくものがありますので、詳細は

「福岡共同・教員免許状更新講習システム（KUAS）」に掲載している各講習の教員

免許状更新講習のシラバス等でご確認ください。 

４．講習の進行 

講習の進行は概ね次のとおりです。 

開始時刻・終了時刻等は講習によって異なりますので、「福岡共同・教員免許状更新講習システム

(KUAS）」に掲載している各講習の「教員免許状更新講習のシラバス」をご覧ください。 

 

受講受付 → オリエンテーション → 講習 → 履修認定試験 → 事後アンケート → 終了 

 

 

 

【１．受講料の金額】 

教員免許状更新講習の受講料は、1時間あたり1,000円となります。 

 

必修講習  12時間 12,000円 

選択講習  6時間  6,000円 

 

Ⅳ．受講に関する注意事項

等 

等 

Ⅴ．受講料 
等 

等 
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九州産業大学のホームページに掲載する九州産業大学更新講習パンフレット、または「福岡共同・教

員免許状更新講習システム(KUAS）」を参照ください。 

教員免許状更新講習を受講するためには、事前に受講料を納入しなければなりません。 

 

【２．受講料の納入】 

【第１次申込】後、受講料の振込依頼書が登録した住所に郵送されますので、コンビニエンスストアで

納入してください。その際、別途振込手数料が必要となります。店舗では、取扱日付印を押した「払込

金受領証」が渡されます。この払込金受領証のコピー（原本可）が【第２次申込】時に必要となります。 

 

（注）振込手数料は、振込金額が30,000円未満 273円、30,000円以上 473円です。 

 

【３．受講料の返還等】 

受講料納入後、次の①②の事由等により受講できなくなった場合は、受講者からの請求に基づき、受

講料(納入された額。振込手数料を除く。以下同じ）の全額または一部を受講者の口座へ銀行振込によ

り返還します。③の事由により受講しない場合は、受講料は返還しません。 

事由等 受講料の返還額 

 

① 

a)台風等の自然現象、担当講師の急病、受講申込完了者が１０人以下、そ

の他の大学の事情等により教員免許状更新講習が開催されなかった場合 
①全額返還   

受講料の全額 

 
b)公共交通機関の不通や運行の乱れにより受講できなかった場合（講習開

設日から３日以内に連絡してください。） 

② 

a)勤務校の業務、葬儀（二親等以内）、病気などにより教員免許状更新講習

が受講できないと事前に連絡があった場合 

②一部返還 

受講料から、銀行振込

料・事務手数料として

1,000円を差し引いた額 

b)講習開始日の急病（受講者本人の子どもを含む）等により、受講できな

かった場合（講習開設日から３日以内に連絡すること） 

③ 
・その他（受講開始後の早退、二日目の欠席等を含む）の事由により受講

しない場合 
③返還しない。 

 (注）受講料が返還されないようなことが生じないよう、受講できるかどうか不明な講習の申込は行わな

いでください。また、【第２次申込】を完了した講習については確実に受講してください。 

キャンセルには、本学所定の様式にキャンセル事由、キャンセル事由に伴う関連書類、預金口座、捺

印、所属長等の証明の押印が必要となります。 

なお、返還手続きにつきましては、全講習終了後に一括手続きを行いますので、あらかじめご了承く

ださい。  

 

 

 

【１．教員免許状更新講習の開催・不開催基準】 

受講申込完了者が５人を超えた教員免許状更新講習は、原則として開催します。不開講の場合のみ

【第２次申込】が完了した受講者に、不開講決定の旨を電子メールにて連絡します。 

次の場合は、教員免許状更新講習を開催しないことや、開催日、会場等を変更することがあります。 

①教員免許状更新講習の受講申込完了者が、５人以下の場合 

②台風等の自然現象、公共交通機関の異常運行、担当講師の急病その他教員免許状更新講習を開催で

きない、または開催することが適切でないと九州産業大学が判断した場合 

 

【２．不開催の決定時期、周知方法等】 

教員免許状更新講習が不開催となった場合は、その時点で「福岡共同・教員免許状更新講習システ

ム(KUAS）」でお知らせします。また、【第１次申込】で登録したメールアドレスへの連絡も行う予定で

すが、念のため「福岡共同・教員免許状更新講習システム(KUAS）」に、こまめにアクセスし、確認し

てください。 

①教員免許状更新講習の受講申込完了者が５人以下のため、開催しないと九州産業大学が判断した場

合 

・決定時期：募集締め切り日～1週間以内 

・周知方法：「福岡共同・教員免許状更新講習システム(KUAS）」、登録したメールアドレスへの送信等 

Ⅵ． 教員免許状更新講習の開催・不開催等 

等 
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(注）「福岡共同・教員免許状更新講習システム(KUAS）」から、申込状況を随時、確認することができます。 

②台風等の自然現象、公共交通機関の異常運行、担当講師の急病その他教員免許状更新講習を開催で

きない、または開催することが適切でないと九州産業大学が判断した場合 

・決定時期：九州産業大学が判断した時点 

・周知方法：「福岡共同・教員免許状更新講習システム(KUAS）」、登録したメールアドレスへの送信等 

(注）1. 自然現象や公共交通機関の異常運行等により不開催の可能性が考えられるときは、こまめに

九州産業大学のホームページ等を確認してください。 

2. 前記１により不開催となった場合は、メールでの送信や会場での周知が行えない場合も想定

されます。このような場合は、電話（０９２－６７３－５５９５）へお問い合わせください。

なお、講習会場に到着し、かつ、電話が通じない場合は、教員免許状更新講習開始予定時刻の

1時間後に解散してください。 

 

【３．不開催の場合の対応】 

教員免許状更新講習が不開催となった場合、受講申込完了者は、不開催決定後速やかに次のいずれか

により対応ください。 

①平成22年度中に開設する別の教員免許状更新講習を受講する。 

②不開催となった教員免許状更新講習が別の日程で再度開設される場合、その教員免許状更新講習を

受講する。 

③平成22年度中に開設する別の教員免許状更新講習を受講しない。この場合は、納入済みの受講料返

還手続きをしてください。(受講料の全額を返還します） 

 

 

 

教員免許状更新講習では、講習実施前に講習内容等に関する受講者の意向を把握し、受講者の全体的な意

向を講習内容に反映させることになっています。そのための事前アンケートを行いますので、受講を申し込

む【第１次申込】際に、回答してください。事前アンケートに回答しないと、【第２次申込】用の受講申込

書が出力できません。 

なお、この事前アンケートは、受講者の全体的な意向を把握することを目的として実施するものであり、

個々の受講者の意向すべてを講習内容等に直接反映することを目的としたものではありません。 

 

 

 

教育職員免許法等に定める教員免許状更新講習では、講習終了後に、講習の運営状況、効果等について事

後評価を行うことが求められています。受講終了後１週間以内に、講習毎に「福岡共同・教員免許状更新講

習システム(KUAS）」から必ず事後評価アンケートを実施してください。この事後評価アンケートを行わない

と「履修証明書」が発行されません。 

事後評価はシステムから行いますが、アンケート回答者の氏名は特定できないようになっております。 

なお、事後評価の結果は、文部科学省から公表されることになっています。 

 

 

 

【１．履修認定試験の実施】 

①教員免許状更新講習の履修を認定するため、試験を実施します。 

②試験時間は講習により異なりますが、30～60分程度で講習時間に含まれます。 

③試験は、筆記・実技・作品等で実施します。実施方法は各講習により異なりますので「福岡共同・教

員免許状更新講習システム(KUAS）」に掲載している各講習の「教員免許状更新講習のシラバス」をご

覧ください。 

 

【２．受験資格】 

教員免許状更新講習を30分以上受講しなかった者は、履修認定試験を受験することができません。 

 

 

Ⅶ．講習内容に関する事前アンケート 

等 

Ⅷ．受講者による事後評価アンケート 

等 

Ⅸ．履修認定 

等 
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【３．修了（履修）認定の評価基準】 

修了（履修）認定の評価基準は、履修認定試験の点数が６割以上（100点満点の場合は60点以上）と

します。 

①欠席・30分以上の遅刻・途中退席は、講習を放棄したものとみなし、成績審査を行いません。 

②成績審査については、合格・不合格で評価を行います。 

③修了（履修）認定は、九州産業大学が行う筆記試験または実技考査等による成績審査に合格した者に

対して行います。不合格と評価された者のみ不認定とします。各講習とも講習時間を充足しない場合

は認定の対象としません。 

④修了（履修）認定は、受講者には認定・不認定のみ明示します。 

修了（履修）認定された受講者には、受講最終日より２ヵ月以内に申込書の連絡先に修了証書を発送

いたします。 

 

【４．修了（履修）認定の結果】 

修了（履修）認定の結果は、講習終了２ヵ月後までに「福岡共同・教員免許状更新講習システム(KUAS）」

に掲載しますので、必ず確認ください。 

なお、修了（履修）認定の結果に対して疑義がある場合は、講習終了３ヵ月後までに九州産業大学教

務課教員免許状更新講習担当へご連絡ください。 

 

【５．修了（履修）証明書の送付】 

修了（履修）を認定した受講者には、修了（履修）証明書を【第１次申込】で登録した住所に送付し

ます。履修証明書は、教員免許状を更新する際に必要となりますので大切に保管してください。 

※ 事後評価（前項Ⅷ参照）を実施していない受講者には、修了（履修）証明書を送付できません。 

 

 

 

・講習当日の交通アクセスや留意事項にご注意ください。 

・詳細な地図は九州産業大学のホームページ「交通案内、キャンパスマップ」または九州産業大学更新講習

パンフレットをご覧ください。 
(http://www.kyusan-u.ac.jp/map/access.html) 

・講習当日は、なるべく公共の交通機関のご利用をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※駐車場は、1号館南駐車場と北門駐   

車場が利用できますが、1号館南駐 

車場は混雑しますので、北門駐車 

場（JR九産大前駅側）をご利用く 

ださい。 

 

 

 

 

・ＪＲ鹿児島本線九産大前駅から、徒歩

２、３分で学内に入構できます。 

・自家用車の学内入構については、教員

免許状更新講習「写真票」の提示によ

り入構(駐車場への駐車）ができます

が、駐車台数に限りがありますので、

公共の交通機関の利用をお願いいたし

ます。 

・自転車等でおこしの際は、駐輪場にお

とめください。 

 

Ⅹ．講習会場への交通アクセス、学内案内図等 

等 
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身体に障害を有する等により、受講上特別な措置を希望する方は、受講申込前に個別にご相談ください。 

本学では、身体に障害を有する方にもご利用いただくために、キャンパス内の施設・設備の改善に努めて

おりますが、障害の状況により対応できないことがあります。お申込の前に、必ず大学まで電話にてお問い

合わせください。 

なお本学では、次の点については対応できませんので、あらかじめご承知置きください。 

①講座受講の際、また修了認定試験の参加時におけるノートテイク・手話通訳、移動補助者等の確保 

②テキスト等、配付教材の点字化、拡大化、録音教材化、データ等への加工 

③修了認定試験時間の延長 

④点字化、拡大化、録音教材化等に加工したレポート、試験の答案用紙の提出 

 

 

 

本学では、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の流出や不正使用を防ぎ適切に利用していくため

に、「九州産業大学個人情報保護方針（プライバシー・ポリシー）」に基づき、適正な利用、管理、保護に

努めてまいります。ご提出いただいた個人情報は、免許状更新講習に関連する業務に使用します。取得した

個人情報の主な利用目的は下記のとおりです。 

【主な利用目的】 

○ 受講受付業務及び郵送、宅配物の授受に関すること。 

○ 講座受講の指導・支援及び履修証明書等の発行に関すること。 

○ 受講費出納他、財務関係手続きに関すること。 

○ 個人を特定しない統計処理に関すること。 

○ 本学が実施するアンケート等の調査・研究に関すること。 

○ 上記に付帯する関連業務に関すること。 

以上の利用目的に関する業務の必要上、データ処理業務や教材の送付業務等を外部機関に委託する場合が

あります。また講習の様子を、写真やビデオ撮影することがあります。撮影の目的は、記録や講座計画の作

成、広報、出版編集等に掲載や利用をさせていただきます。 

個人情報の利用や提供は、利用目的の範囲内で行います。本人の同意なしに第三者へ提供することはあり

ません。但し、個人情報保護法第２３条における第三者提供の制限の例外規定にあたる場合は、本人の同意

なく個人情報を当該第三者へ提供することがあります。あらかじめご了承ください。 

 

 

 

【１．傷害保険について】 

教員免許状更新講習の主催者として、教員免許状更新講習のための保険には加入しませんので、傷

害保険等の加入は、受講者各人の判断により対応願います。 

 

【２．問い合わせ窓口】 

教員免許状更新講習についての問い合わせ窓口は、九州産業大学教務課となっております。 

 

九州産業大学教務課教員免許状更新講習担当 
受付時間：月～金 9：00～16：30(祝日および昼休み11：20～12：20 除く） 

〒813-8503  

福岡県福岡市東区松香台２－３－１ 

TEL：０９２－６７３－５５９５ 

FAX：０９２－６７３－５９５９ 

E-mail: ksumenkyo#@#ip.kyusan-u.ac.jp 
     (※）迷惑メール対策のため、#@#を@に変えたものが正式なアドレスとなります。 

 

 ※平成22年8 月6日（金）～16 日（月）の間は、夏期休業のため事務取り扱い（電話及び窓口対応）が

できませんので、ご了承ください。 

Ⅺ．受講上特別な措置を必要とする方の受講について 

等 

Ⅻ．個人情報の取り扱いについて 

等 

．その他 
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  ※教員免許状更新講習事務局 

   1号館1階（教務部教務課内） 

   TEL：０９２－６７３－５５９５ 

 

 

北門駐車場入口 

 

8 号館 2 号館 12 号館 1 号館 

1 号館南 

駐車場入口 

15号館 

JR 九産大前

ｍ 

都市高速経由 

産大南口バス停 


